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  規　　　　　則  

　山形県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第78号

　　　山形県行政組織規則の一部を改正する規則

　山形県行政組織規則（昭和39年４月県規則第35号）の一部を次のように改正する。

　第199条の表山形県特別職報酬等審議会の項担任する事務の欄中「報酬」を「議員報酬」に改める。

　　　附　則

　この規則は、山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する条例（平成20年７月県条例第

36号）の施行の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県県税規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第79号

　　　山形県県税規則等の一部を改正する規則

　（山形県県税規則の一部改正）

第１条　山形県県税規則（昭和29年６月県規則第42号）の一部を次のように改正する。

　　第４条の２第１項中「事業税」を「事業税（地方法人特別税（地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成20

年法律第25号）第１条に規定するものをいう。以下同じ。）を含む。）」に改める。

　　第19条中「法人の事業税」を「事業税（地方法人特別税を含む。）」に改める。

　　第24条の３を次のように改める。

　第24条の３　削除

　　第24条の４の見出し中「繰越控除」を「損益通算及び繰越控除」に改め、同条第１項を削り、同条第２項第１

号中「本項及び次項」を「この項、次項及び第５項」に改め、同項を同条第１項とし、同条第３項中「の計算上」

を「（次項第２号及び第５項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）の計算上」に改め、「（当該損

失の金額のうちに条例附則第12条の６第３項の規定の適用を受けようとする金額がある場合には、当該適用を受

けようとする金額を控除した金額）」を削り、同項を同条第２項とし、同条に次の３項を加える。

　３　条例附則第12条の５第４項の規定による上場株式等に係る譲渡損失の金額（同条第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項において同じ。）の控除については、次に定めるところによる。

　　(1) 控除する上場株式等に係る譲渡損失の金額が前年前３年内の２以上の年に生じたものである場合には、こ

れらの年のうち最も前の年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額から順次控除する。

　　(2) 前年前３年内の１の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年

の株式等に係る譲渡所得等の金額（条例附則第12条の６第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）及び条例附則第８条の２第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額（以下この号において

「上場株式等に係る配当所得の金額」という。）があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、

まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるとき

は、当該上場株式等に係る配当所得の金額から控除する。

　　(3) 法第32条第９項（雑損失の金額に係る部分に限る。）の規定による控除が行われる場合には、まず、条例附

則第12条の５第４項の規定による控除を行つた後、法第32条第９項（雑損失の金額に係る部分に限る。）の規

定による控除を行う。

　４　条例附則第12条の５第５項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として規則で定

めるところにより計算した金額は、第１項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

　５　条例附則第12条の５第５項に規定する控除することができない部分の金額として規則で定めるところにより

計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る株式等に係る譲渡所

得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

　　第41条の５第１項第３号中「事業税」を「事業税（法人の事業税にあつては、地方法人特別税を含む。）」に改
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める。

　　別表１通則及び賦課徴収の項中「事業税の徴収猶予通知書」を「事業税等の徴収猶予通知書」に、「、法人事

業税」を「、法人事業税等」に改め、同表２県民税の項中「事業税更正」を「事業税等更正」に、「事業税に係

る申告書提出期限延長」を「事業税等に係る申告書提出期限延長」に改め、同表３事業税の項中「３　事業税」

を「３　事業税等」に、「事業税に係る収益事業開始申告書」を「事業税等に係る収益事業開始申告書」に、「事

業税更正」を「事業税等更正」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　別記第33号の３様式中「事業税の」を「事業税等の」に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同様式に注書として次のように加える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　(注)　法人の事業税等に係る通知にあつては、地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条の規定により法人

の事業税の賦課徴収の例によることとされる場合を含むものとします。

　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「

　　別記第86号の２様式（表）中　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　に改める。 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」 

　　　　　　　　　　　　　「県民税　　「県 民 税
　　別記第94号様式（表）中　　　　　を          　　　に、
　　　　　　　　　　　　　　事業税」　　事業税等」

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

延 滞 金 額地方法人特別税
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法

人

事

業
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○ハ 
差 引 過 不 足 額
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法 人 事 業 税

延 滞 金 額
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　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「　　　　　　「

　　　　　　　を　　　　　　に、「規定」を「規定（地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条の規定により

　　　　　　」　　　　　　」

　法人の事業税の賦課徴収の例によることとされる場合を含む。）」に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　「

　　　　　　　　　　　　「県民税　　「県 民 税
　　別記第97号の２様式中　　　　　を        　　  　に、　　　　　を　　　　　に改め、同様式に注書として次
　　　　　　　　　　　　　事業税」　　事業税等」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　」

　のように加える。

　　(注)　法人事業税等に係る通知にあつては、地方法人特別税等に関する暫定措置法第11条の規定により法人の
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事業税の申告の例によることとされる場合を含むものとします。

　　　　　　　　　　　　「県民税　　「県 民 税
　　別記第99号の２様式中　　　　　を        　　　  に改め、同様式の注書に次の１項を加える。
　　　　          　　　　　　事業税」　　事業税等」

　　　　３　法人事業税等に係る申告にあつては、地方法人特別税等に関する暫定措置法第10条の規定により法人

の事業税の賦課徴収の例によることとされる場合を含むものとします。

　（山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則の一部改正）

第２条　山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則（昭和59年４月県規則第49号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　別記様式第２号中「事業税」を「事業税等」に改め、同様式の注書を同注書第１項とし、同注書に次の１項を

加える。

　　　　２　申請者又は工事施行者が法人である場合は、「前年度又は前年の納税額」の欄の事業税等の金額につい

ては、地方法人特別税を含めた金額を記入すること。

　（山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正）

第３条　山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例施行規則（平成17年12月県規則第89号）

の一部を次のように改正する。

　　別記様式第１号中「第６号様式の○71 記載額」を「第６号様式の○72 記載額」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成20年10月１日から施行する。ただし、第１条中山形県県税規則第24条の４の改正規定は平成

22年１月１日から、第１条中山形県県税規則第24条の３の改正規定は同年４月１日から施行する。

　（様式に関する経過措置）

２　第１条の規定による改正前の山形県県税規則により作成した用紙で同条の規定による改正後の山形県県税規則

に相当規定のあるもの、第２条の規定による改正前の山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則

により作成した用紙で同条の規定による改正後の山形県都市計画法に基づく開発行為等の規制に関する規則に相

当規定のあるもの及び第３条の規定による改正前の山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する

条例施行規則により作成した用紙で同条の規定による改正後の山形県特定非営利活動法人に対する県税の課税免

除に関する条例施行規則に相当規定のあるものは、当分の間使用することができる。

  訓　　　　　令  

山形県訓令第24号

総　　務　　部

総　合　支　庁

自動車税事務所

　山形県県税事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県県税事務取扱規程の一部を改正する訓令

　山形県県税事務取扱規程（昭和38年３月県訓令第３号）の一部を次のように改正する。

　第19条中「事業税」を「事業税（地方法人特別税（地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成20年法律第25

号）第１条に規定するものをいう。以下同じ。）を含む。）」に改める。

　第21条第１項中「法人事業税」を「法人事業税（地方法人特別税を含む。）」に改め、同条第２項中「法人県民

税・事業税・事業税加算金調査書」を「法人県民税・事業税等・事業税等加算金調査書」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、平成20年10月１日から施行する。
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  告　　　　　示  

山形県告示第656号

　山形県県税条例（昭和29年５月県条例第18号）第173条の３第２項の規定により、特約業者の指定を次のとおり取

り消した。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第657号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　土地改良区の名称

　　西川町土地改良区

２　事務所の所在地

　　西村山郡西川町大字海味1343－４

３　認可年月日

　　平成20年７月11日

４　その他

　　この認可の取消しの訴えは、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事とな

る。）、認可のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第658号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を実施する旨の通知があった。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　基本測量を実施する地域

　　新庄市、真室川町、金山町、最上町、鮭川村

２　基本測量を実施する期間

　　平成20年７月８日から平成20年12月26日まで

３　作業の種類

　　基本測量 （精密測地網高度地域基準点測量）作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第659号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により独立行政法人都市再生

機構　山形都市開発事務所長　から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　公共測量を実施する地域

　　山形市大字松原地域から上山市金瓶地域

２　公共測量を実施する期間

　　平成20年７月17日から平成21年３月10日まで

指定取消年月日主たる事務所又は事業所の所在地代表者の氏名名　　　　称

平成20年７月１日鶴岡市末広町23番50号佐 藤 敏 則株式会社 モ ッ ク
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３　作業の種類

　　公共測量（３級及び４級基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第660号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により独立行政法人都市再生

機構　山形都市開発事務所長　から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　公共測量を実施する地域

　　山形市大字松原地域

２　公共測量を実施する期間

　　平成20年６月17日から平成21年３月10日まで

３　作業の種類

　　公共測量（４級基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第661号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更したので、関係図書の写し

を次のとおり縦覧に供する。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　　山形広域都市計画道路

　(2) 名　称　　３・４・25号東原村木沢線

２　都市計画を変更した土地の区域

　(1) 追加する部分　　な　し　

　(2) 削除する部分　　山形市桜町地内

３　縦覧の場所

　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部都市計画課

  議　会　関　係  

規　　　　　則

　山形県議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年７月18日

山形県議会議長　　阿　　　部　　　信　　　矢

山形県議会規則第１号

　　　山形県議会会議規則の一部を改正する規則

　山形県議会会議規則（昭和62年３月県議会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　第123条第１項中「第100条第12項」を「第100条第13項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、地方自治法の一部を改正する法律（平成20年法律第69号）の施行の日又はこの規則の公布の日のい

ずれか遅い日から施行する。
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  教育委員会関係  

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第10号

　山形県教育委員会７月定例会を次のとおり招集した。

　　平成20年７月18日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　石　　　坂　　　公　　　成

１　招集の日時　　平成20年７月22日（火）　午後２時

２　招集の場所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　　　山形県庁舎教育委員室

３　議　　題

　(1) 山形県立学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

　(2) 教職員の人事について

  人事委員会関係  

規　　　　　則

　山形県人事委員会規則５－２（特殊勤務手当支給の基準と手続）の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年７月18日

山 形 県 人 事 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　小　　　野　　　　　　　勝

　第12条第２項中第８号を削り、第９号を第８号とし、第10号から第15号までを１号ずつ繰り上げる。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

  公　　　　　告  

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第５項の規定により、次のとおり大規模小売店舗内の店舗

面積の合計を同法第３条第１項の基準面積以下とする旨の届出があった。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　株式会社ヤマザワ　山形市あこや町三丁目８番９号

　　代表取締役　板垣　宮雄

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ショッピングセンターヤマザワ村山店

　　村山市楯岡中町13番19号

３　大規模小売店舗内の店舗面積の合計を基準面積以下とする日

　　平成12年８月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び村山総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに尾花沢市

役所において平成20年11月18日まで縦覧に供する。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
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　　イオンタウン尾花沢

　　尾花沢市大字尾花沢字下新田1719番外

２　変更した事項

　(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）　

　　（変更後）

　(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

３　変更年月日

　　平成20年５月14日

４　届出年月日

　　平成20年６月19日

５　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成20年11月18日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

反 田 悦 生秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号
マックスバリュ東北株式会

社

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

勝 浦 二 郎秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号
マックスバリュ東北株式会

社

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

反 田 悦 生秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号
マックスバリュ東北株式会

社

鶴 羽　 樹北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目１番21号株式会社　ツ ル ハ

相 澤　 貴東根市大字東根元東根字一本木5918番６号
有限会社ティーズカンパニ

ー

　代表者の氏名　住　　　　　　　　　　　　　　　　所　　名　　　　　称　　

勝 浦 二 郎秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号
マックスバリュ東北株式会

社

鶴 羽　 樹北海道札幌市東区北二十四条東二十丁目１番21号株式会社　ツ ル ハ

相 澤　 貴東根市大字東根元東根字一本木5918番６号
有限会社ティーズカンパニ

ー
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　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び村山総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに尾花沢市

役所において平成20年11月18日まで縦覧に供する。

　　平成20年７月18日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　イオンタウン尾花沢

　　尾花沢市大字尾花沢字下新田1719番外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　マックスバリュ東北株式会社　秋田県秋田市土崎港北一丁目６番25号

　　代表取締役　勝浦　二郎

３　変更する事項

　(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　（変更前）

　　（変更後）

　(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　（変更前）　午前８時30分から翌日の午前０時30分まで

　　（変更後）　午前６時30分から翌日の午前０時30分まで

４　変更年月日

　　平成20年６月20日

５　届出年月日

　　平成20年６月19日

６　その他

　　この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成20年11月18日までに知事に提出することができ

る。

　(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

　(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

　(3) 意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 備　 　 　 考　閉 店 時 刻開 店 時 刻小売業を行う者

翌日の午前０時午前９時
マックスバリュ

東北株式会社

午後９時午前10時株式会社ツルハ

午後９時午前10時
有限会社ティー

ズカンパニー

　 備　 　 　 考　閉 店 時 刻開 店 時 刻小売業を行う者

翌日の午前０時午前７時
マックスバリュ

東北株式会社

午後９時午前10時株式会社ツルハ

午後９時午前10時
有限会社ティー

ズカンパニー
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　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条第１項の規定による検定を次のとおり実施する。

　　平成20年７月18日

山 形 県 公 安 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　加　　　藤　　　有　　　倫

１　検定の種別

　　交通誘導警備業務２級

２　検定の期日及び場所

　(1) 期日

　　　平成20年10月18日（土）午前９時30分から午後５時まで

　(2) 場所

　　　天童市大字高擶1300番　山形県総合交通安全センター

３　検定対象者

　　検定対象者は、その住所地又はその者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地が山形県内

にある者とする。

４　受検定員

　　30人

５　受検手続

　(1) 受検の申込み

　　　検定を受けようとする者（以下「検定申請者」という。）は、その住所地又はその者が警備員である場合に

おけるその者が属する営業所の所在地を管轄する山形県内の警察署に、次に掲げる書類を添付した検定申請書

を直接持参すること。ただし、検定申請者の住所地及びその者が警備員である場合におけるその者が属する営

業所の所在地がいずれも山形県内にある場合にあっては、ア又はイに掲げる書面のうちいずれかを添付するこ

とを要しない。

　　ア　住所地が山形県内にある検定申請者にあっては、その者の住所地を疎明する書面

　　イ　警備員でその者が属する営業所の所在地が山形県内にあるものにあっては、当該営業所に属することを疎

明する書面

　　ウ　申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4セ

ンチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影月日を記入したもの２葉

　(2) 受付期間

　　　平成20年９月１日（月）から同年９月５日（金）までの日の午前８時30分から午後５時15分まで

　(3) 検定手数料

　　　14,000円

　(4) 申込上の注意事項

　　ア　検定申請者の数が４の受検定員に達したときは、受付期間内であっても申込みを締め切る。

　　イ　検定手数料は、山形県証紙で納付すること。 

　(5) 受検票の交付

　　　受検票は、検定申請書を提出した警察署において交付する。

６　検定の順序等

　　検定は、学科試験、実技試験の順に行い、学科試験に合格しなかった者に対しては、実技試験は行わない。

７　その他

　(1) 検定当日は、筆記用具を持参すること。

　(2) 本検定についての問い合わせは、山形県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話023(626)0110）又は山形

県内の各警察署に行うこと。　
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